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会 議 の 概 要 

開会　午後２時３分 

 

開 会 

教 育 長（岸正博君）出席委員、全員でありますので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第３項の規定に基づき、会議は成立いたします。 

　　それでは、ただ今より令和８年第２回藤岡市教育委員会定例会を開会します。 

　　初めに、議事録署名人の指名を行います。藤岡市教育委員会会議規則第２０条第１項

に基づき、秋山書記を指名します。 

 

 

日程第１　第１回定例会の議事録の承認 

教 育 長（岸正博君）日程第１、第１回定例会の議事録の承認についてですが、各委員に

おかれましては、訂正箇所等がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）第１回定例会の議事録を承認することで、よろしいでしょうか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）第１回定例会の議事録は承認されました。 

 

 

日程第２　教育長の諸報告 

教 育 長（岸正博君）日程第２、教育長の諸報告についてですが私から報告します。 

教 育 長（岸正博君）最初に教育総務課です。 

　　昨日の教育長表彰式では大変お世話になりました。昨年度の式典とは形式を変えて行

いましたが、特に大きな問題もなく実施することができました。ありがとうございまし

た。 

　　次に学校教育課です。 

　　２月５日から年度末訪問を実施し、授業参観による小中一貫教育の授業の確認、令和

７年度の成果と課題、令和８年度の重点について協議しています。また、来年度の藤岡

教育の方向性や意図についても資料を使いながら説明しています。授業参観では、どの

学校でも、学びのつながりを意識した藤岡教育が定着しており、児童生徒主体の授業づ
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くり、タブレット等ＩＣＴの活用が進んでいる様子が見られます。 

　　１月３０日に、いじめ防止担当教員研修会を開きました。これまで開催されたいじめ

問題解決に向けた教育懇談会やいじめ問題解決に向けた子ども会議について、全教職員

への周知方法について情報共有を行ったり、各校のいじめ対応の実践事例を基に、いじ

め問題への対応方法について具体的に話し合ったりしました。 

　　次に生涯学習課です。 

　　１月２８日に善意の会標語選考会を行い、市内小中学校から１６６点の応募の中から

最優秀、優秀、入選など部門ごとに２１点を選定しました。また、２月５日に善意の会

理事会が開催され、２８名の方を善行者とすることに決定しました。 

　　６日に、青少年センター補導員会・青少年育成推進員連絡協議会合同研修会が地域づ

くりセンター藤岡で開催され、西部教育事務所次長による講話をいただきました。１４

日、１５日には、第３１回楽々フェスティバルがみかぼみらい館で開催され、集会所各

種教室の作品展示や舞台発表等が行われました。 

　　１月の総合学習センターの利用状況は、文化施設利用２１６団体、２，３２０人、体

育施設利用１６３団体、１，４３５人、合計３７９団体、３，７５５人でした。 

　　次に、文化財保護課です。 

　　藤岡歴史館の秋季企画展「再発見！時代を創った古代藤岡のモノづくり」は１月２５

日まで開催し、最終的に来館者数は１,６８２人でした。次回の春季企画展は、３月２

０日から連休明けの５月１７日までを予定しております。内容は「ＦＲＯＭ１９０１Ｔ

Ｏ１９２７－高山社蚕業学校の時代－」と題して、高山社蚕業学校が開校した１９０１

年から、閉校した１９２７年までの２６年間について、市で所蔵する印刷物や雑誌、写

真などを展示して、２０世紀が始まって大正から昭和へ向かう、当時の世相や時代の流

れを感じていただければと考えております。 

　　世界遺産高山社跡では、１月２４日に群馬県立女子大学の学生が、養蚕関連の方言を

調べた研究成果を、文化財保護課職員と現地解説員を対象として発表していただきまし

た。これは群馬県立女子大学の新井小枝子教授が指導しているゼミで「絹文化！お国こ

とば調査プロジェクト」として令和４年度から取り組んでいる研究の一環です。令和７

年度は蚕の休眠を表す方言や繭を作る直前の蚕を表す方言について全国の事例を調べた

成果を発表していただきました。解説員からは、この成果を解説に取り入れて、全国か

ら訪れる来場者への解説に生かしていきたいとの意見が出されました。 

　　白石稲荷山古墳では２月１１日に、現地説明会を開催して一般市民に発掘現場を公開

しました。当日は解説を４回行い、約１５０名の参加をいただきました。また説明会に
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合わせて、白石稲荷山古墳から出土した埴輪を、当日限定で藤岡歴史館で展示しており

ます。 

　　１月の入場者数は、高山社跡が４５５人、藤岡歴史館は５７６人でした。また、デジ

タル博物館１月のアクセス数は５，９２７件でした。なお、１月２３日からデジタル博

物館の表示をリニューアルして、より見やすくなっております。 

　　次にスポーツ課です。 

　　大会関係では、１月３１日、２月１日の２日間にわたり第５０回小学生サッカー大会、

７日に第６３回群馬県都市対抗スケート競技大会、７日、８日に第３５回中学生バス

ケットボール大会など３大会を開催し、延べ５６９人が参加しました。 

　　教室関係では、ジュニアスキー教室、健康・体力づくり教室、陸上競技教室など３教

室を開催し、延べ１８８人が参加しました。 

　　最後に学校給食センターです。 

　　２月６日、令和７年度第２回学校給食センター運営委員会を開催しました。今年度の

学校給食事業の実施状況や、令和８年度の学校給食実施計画などの議題について審議が

行われた結果、全て承認されております。 

　　以上、教育長報告といたします。 

教 育 長（岸正博君）ただ今の諸報告について、ご質問がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）質問もないようですので、教育長の諸報告を終わります。 

 

 

日程第３　議案第２号　藤岡市教育委員会事務局等職務執行

規則の一部改正について 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第３、議案第２号、藤岡市教育委員会事務局等職務執行

規則の一部改正について事務局より説明をお願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）議案第２号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）藤岡市教育委員会事務局等職務執行規則は、教育委員会事務局等の事務の分

類、職位の設定、職務権限、事務執行体制等並びにこれらの補完機能についての基本的

事項を定めることにより、責任ある執行体制を確立し、事務の適確かつ能率的な処理を

図ることを目的として定められております。 

　　今回の改正は、令和８年４月１日付けの機構改革に伴うもので、スポーツ課に属する

係を「スポーツ推進係」の１係から「スポーツ推進係　国民スポーツ大会準備係」の２
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係に改めるものです。 

　　新設される国民スポーツ大会準備係は、令和１１年に群馬県で開催される第８３回国

民スポーツ大会及び第２８回全国障害者スポーツ大会に関する業務を担当します。これ

まで国民スポーツ大会に関する業務は企画部企画課で対応していましたが、改正後は教

育委員会事務局スポーツ課が業務を引き継ぐものです。 

　　施行期日は令和８年４月１日でございます。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第２号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）ちょっとお伺いしたいのですけど、前回のときはあかぎ国体とい

うような形で開催されたと思うのですけど、その際、藤岡市はサッカー大会の競技場と

して指定されていたと思いますが、この令和１１年に行われる国民体育大会、これは藤

岡市に誘致されるのはやはりサッカーなのでしょうか。それ以外に競技がプラスされる

ことはあるのでしょうか。 

教 育 長（岸正博君）行革・デジタル推進課長。 

行革・デジタル推進課長（吉江高如君）今回、組織の改正をさせていただきました行革・

デジタル推進課長の吉江と申します。先ほどのご質問でありますが、藤岡市はサッカー

なのですが、成年男子と少年女子を行います。少年男子については前橋市で実施します。

そのほかウエイトリフティング、こちらは全種目別の成年男子、少年男子、女子を会場

としております。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

　　貫井委員。 

委　　員（貫井真由美君）国民スポーツ大会準備係ができるということですが、スポーツ

課の人数はだいぶ増えるのですか。 

教 育 長（岸正博君）行革・デジタル推進課長。 

行革・デジタル推進課長（吉江高如君）今回の国民スポーツ大会準備係の人数に関しては、

係長が１名、係員が２名、計３名の増となります。今のスポーツ推進係の人数は維持し

たままですのでプラス３名です。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 
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　　議案第２号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第２号、藤岡市教育委員会事務局等

職務執行規則の一部改正については、原案のとおり承認されました。 

　　暫時休憩いたします。 

午後２時１６分休憩　　　　 

 

午後２時１７分再開 

教 育 長（岸正博君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

日程第４　議案第３号　学芸奨励及び振興に関する教育長表

彰規程の一部改正について 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第４、議案第３号、学芸奨励及び振興に関する教育長表

彰規程の一部改正について事務局より説明をお願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）議案第３号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）学芸奨励及び振興に関する教育長表彰規程は、学校教育及び社会教育におい

て、功績顕著な者を教育長が表彰し、その栄誉を称えることを目的に、表彰対象の基準

や被表彰者の決定方法が定められております。 

　　今回の改正は、表彰規程第２条第２項の表彰基準について、学芸奨励賞の表彰基準を

体育奨励賞の表彰基準に合わせようとするものです。 

　　以前、学芸奨励賞と体育奨励賞の表彰基準は地区大会３位以上、全国大会６位以上と

同じ基準を採用していましたが、平成２９年に体育奨励賞が表彰基準を地区大会４位以

上、全国８位以内に改正した際、学芸奨励賞の表彰基準は改正しなかったため、その間

の約８年間は学芸奨励賞と体育奨励賞が異なる表彰基準で運用されていました。 

　　これについて、令和６年度教育長表彰選考委員会で選考基準の統一について意見があ

り、内容を精査したところ、学芸奨励賞が体育奨励賞とあえて異なる表彰基準を積極的

に設定する理由が少ないため、学芸奨励賞の表彰基準を体育奨励賞の基準に合わせよう

とするものです。 

　　施行期日は令和８年４月１日からとし、昨日の教育長表彰は現在の表彰基準で表彰し

ましたが、令和８年度の教育長表彰式から学芸奨励賞と体育奨励賞の基準が一致した状
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態で募集を開始することを目指すものです。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第３号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）表彰範囲を広げるということは、児童生徒にとっては非常に励み

になることだと思いますので、いいことだと私は思います。ただ、昨日の教育長表彰式

で２５９名の被表彰者が集まったわけですよね。今回枠を広げると３００名を超えるよ

うなことになるのではないかという危惧があるのですけど、それに伴って要は費用的な

ところはどんな考えなのですか。当初予算の中に増えた分というのは加算されているの

でしょうか。 

教 育 長（岸正博君）教育総務課長。 

教育総務課長（山下由希子君）教育長表彰の予算としますと、記念品として図書カード１，

０００円という予算があります。そこが表彰人数で増減がある部分ですが、過去の実績

に基づいた予算を設定していますので、仮に不足した場合につきましては、財政当局と

相談して予算の都合をつけて対応していきたいと思っております。 

委　　員（秋谷雅文君）じゃあ、補正を組むと。万が一、オーバーするような場合につい

ては補正を組むということですか。 

教育総務課長（山下由希子君）表彰者がものすごく多ければ補正予算ということもあるか

もしれません。 

委　　員（秋谷雅文君）十分に予算を取っているということですね。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第３号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第３号、学芸奨励及び振興に関する

教育長表彰規程の一部改正については、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第５　議案第４号　藤岡市要保護及び準要保護児童生徒

就学援助費支給要綱の一部改正につ
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いて 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第５、議案第４号、藤岡市要保護及び準要保護児童生徒

就学援助費支給要綱の一部改正について事務局より説明をお願いします。 

学校教育課長（佐藤淳君）議案第４号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）今回の改正は、新入学児童生徒学用品費の単価を改正するものであります。

国が制定している要保護児童生徒就学援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金

交付要綱第３条に規定する、要保護児童生徒援助費補助金のうち新入学児童生徒学用品

費等の令和８年度予算単価が改正されることとなりました。 

　　これを準用している当該支給要綱の新入学児童生徒学用品費の単価を改正するもので

あります。この要綱では、単価を別表で定めており、別表中の新入学児童生徒学用品費

の小学校分「５７，０６０円」を「６４，３００円」に、中学校分「６３，０００円」

を「８１，０００円」に改正するものです。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第４号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　貫井委員。 

委　　員（貫井真由美君）この金額はいつ支払われるのでしょうか。児童生徒の４月の入

学のときに間に合うように支払われるのですか。 

教 育 長（岸正博君）学校教育課長。 

学校教育課長（佐藤淳君）入学児童の学用品費については、全額ではないですが入学前に

支払われるようになっています。そのため入学前に申請をしてもらっています。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第４号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第４号、藤岡市要保護及び準要保護

児童生徒就学援助費支給要綱の一部改正については、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第６　議案第５号　市議会提出議案「工事請負契約の締

結」に同意することについて 
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教 育 長（岸正博君）次に、日程第６、議案第５号、市議会提出議案「工事請負契約の締

結」に同意することについてから日程第９、議案第８号、市議会提出議案「令和８年度

藤岡市一般会計予算（教育費）」に同意することについてまでは、藤岡市情報公開条例

第６条第３号に該当いたしますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４

条第７項ただし書き及び藤岡市教育委員会会議規則第１７条ただし書きの規定により、

議事を非公開といたしたいと思います。 

　　これにご異議ありませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、本案件については非公開といたします。 

　　それでは事務局より議案第５号、市議会提出議案「工事請負契約の締結」に同意する

ことについて説明をお願いします。 

生涯学習課長（塚本健次君）議案第４号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）令和８年第１回市議会定例会へ工事請負契約の締結の議案を提出するに当た

り、市長より意見を求められたものです。 

　　本件は、地方自治法第９６条第１項第５号及び藤岡市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、予定価格が１億５，０００万

円以上であるため、議会の議決をお願いするものでございます。 

　　藤岡市民ホール解体工事を施工するため、去る２月６日に一般競争入札を執行した結

果、藤岡市小林４０２番地、塚本建設株式会社が落札いたしましたので、その落札業者

と契約金額１億８，８２６万５，０００円で工事請負契約を締結しようとするものでご

ざいます。 

　　本工事につきましては、廃止しました藤岡市民ホールの建築物及び外部構造物を解体

する工事であります。工事概要につきましては、建築物は鉄骨造２階建て、延べ面積１，

４５３．７４平方メートルの建物を、外部構造物はキュービクル、合併浄化槽、外灯、

植栽などを解体、撤去します。 

　　なお、工期につきましては、議会の議決をいただいた日から令和８年１２月１４日ま

でを予定しております。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第４号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 
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　　議案第５号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第５号、市議会提出議案「工事請負

契約の締結」に同意することについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第７　議案第６号　市議会提出議案「債権の放棄」に同

意することについて 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第７、議案第６号、市議会提出議案「債権の放棄」に同

意することについて事務局より説明をお願いします。 

文化財保護課長（井上勉君）議案第６号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）市議会提出議案「債権の放棄」に同意することにつきましては、藤岡市の市

２８８号古墳埋蔵文化財発掘調査費に係る未収金２８４万９，４３２円及び遅延損害金

について、債権の放棄について議案を出すものになります。 

　　こちら、経緯についてお話し申し上げますと、平成１８年度に藤岡市小林にあります

市２８８号古墳というもの、古墳の発掘調査につきまして、ここにあります債務者であ

ります、株式会社ヴェリタス、当時は株式会社サングランデではございましたが、こち

らが開発ということで、発掘調査を藤岡市と委託契約を結びました。 

　　その後、藤岡市の方で発掘調査会社の専門会社がありますので、そちらに委託契約を

結びまして、発掘調査自体は完了いたしました。その後、藤岡市の方から株式会社サン

グランデの方に発掘調査の費用を請求したところ、一部未収金という形で未払いが起

こったものになります。その後、催促等を進めておりましたが、平成２６年９月議会に

おきまして、訴訟の提起ということで議決をいただきまして、訴訟の提起を予定してお

りました。その後、平成２７年２月に藤岡簡易裁判所において未払金を月々分割で支払

うという形で即決和解が成立いたしました。しかし、その後、分割払いが施行されなく

て未収金がそのまま続いております。令和７年度になりまして、こちらの解決を図るた

めに弁護士事務所と契約しまして、債務者の財産調査ということで口座の調査をいたし

ました。これについて、周辺の約７つの銀行の口座を調べましたが、債務者の口座がな

いということが分かりまして、引き続き、財産開示手続というのを裁判所の方に出頭し

ていただいて行いました。こちらは、１１月に埼玉地方裁判所川越支部におきまして、

財産開示をしていただきましたが、そこでも債務者に財産がないということが判明しま

した。そのため、財産を見つけたところで強制執行を行う予定だったのですが、強制執
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行で差し押さえできる財産がないということが、口座財産ともにないことが判明しまし

た。そのため、弁護士事務所と相談いたしまして、これ以降催促しても回収の見込みは

ないという形なので、ここで債権の放棄という形で議案を提出をさせていただいたとい

うことになります。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第６号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）債権放棄に伴う文化財発掘調査費の未収金、これはどういうもの

なのですかね。私どもは未収金ということとなると、実際売上債権とかそういうものが

あって、それが回収できないということをイメージするのですけど、未収金というもの

がはっきり理解できないのですけど、例えば藤岡市が株式会社ヴェリタスなり株式会社

サングランデに調査依頼をすると、調査依頼をすればそこで契約が交わされて、前渡金

とか仮払金とかそういうものが発生して、それが事業の進捗に応じてそれが評価されて

いくと、それで調査の方が頓挫してしまったと、その時点で未収金というものが発生す

るのではないかと思ったのですが。その辺はいかがでしょうか。 

教 育 長（岸正博君）文化財保護課長。 

文化財保護課長（井上勉君）この未収金につきましては、株式会社サングランデと藤岡市

との間で、市２８８号古墳という古墳の発掘調査について契約を結んでおります。そこ

で一部、前払金は入れてもらっています。その後、藤岡市が発掘調査会社と直接委託契

約を結びまして、発掘調査を終わらせました。遺跡の発掘調査ですと掘ってみないと分

からない部分があるものですから、ある程度の概算で当初契約をしていたわけなのです

けれども、発掘調査が終わりまして費用が確定いたしました。その契約金額から前払い

金を引いて残りの確定額を請求したところ、一部について未払いが起こったという形に

なってございます。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）最初に契約したのは株式会社サングランデなのですか。株式会社

サングランデと株式会社ヴェリタスとの関係というものの説明をいただきたいです。 

文化財保護課長（井上勉君）平成１８年度に最初に契約をしたわけですが、そのときは株

式会社サングランデとなっておりました。そのあと未収金について催促をしている間に

株式会社ヴェリタスと改名しているという形になっております。ただ、同じ法人登記は

続けておりまして、その法人登記の中で名前だけ変えたという形になっておりますので、
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そのまま債務の方は継承していると考えておりまして、これはイコールという形になっ

ております。 

委　　員（秋谷雅文君）ですよね。そうすると株式会社ヴェリタスが株式会社サングラン

デの債務と債権を全て継承しているわけですよね。ですから、市とすれば株式会社ヴェ

リタスに対しての財産調査を行った結果、背景がなにもないというような状況で債権を

放棄するということですか。 

教 育 長（岸正博君）文化財保護課長。 

文化財保護課長（井上勉君）現在、株式会社ヴェリタスに対して財産開示請求を行いまし

て、どちらも口座なしという形のことになりましたので、それに対して債権放棄すると

いう形になっております。 

委　　員（秋谷雅文君）株式会社ヴェリタスは破産しているわけではないのですね。破産

していれば債権放棄などは比較的スムーズにできるかと思うのですが、これだけの約２

８０万円を放棄するということになると、ここで承諾をもらえばいいということになる

のかもしれませんけど、そのへんはいかがでしょうか。 

教 育 長（岸正博君）文化財保護課長。 

文化財保護課長（井上勉君）株式会社ヴェリタス自体は破産はしておりません。電話で催

促したり催告書を送ったり、直接自宅の方へ伺ったこともございます。そのたびに返済

の意思はあると言うわけなのですけど、実際には実行になかなか結びついていかないと

いう状況です。以前はマンションで事務所を持っていたりしたのですけど、破産とまで

はいかないですけどいろいろ債務を抱えているということで、現在はそういう財産もな

いということが判明しましたので、金額は安いものではございませんので非常に心苦し

いところはあるのですけど、これ以上催告等を行っても、債権回収の見込みがないとい

うことを部長、課長それから弁護士事務所と相談しまして、それが正しいだろうという

ことで今回、債権放棄という形に至った次第でございます。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）金額が先ほど言ったように２８０万円からの背景は税金ですよね。

それを放棄するということ、これは非常に重たいものがあると思うのですよね。従って、

弁護士事務所を通じていろいろ財産を確認したと、差押物件になるものが何もないとい

うことを確認したということなのでしょうけど、実際に営業をやっているわけなので

しょ。 

教 育 長（岸正博君）文化財保護課長。 
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文化財保護課長（井上勉君）実際には休業状態のようです。法人登記はまだ残っておりま

すので、破産はしておりませんけど、実際にはほとんど休業状態です。 

委　　員（秋谷雅文君）私なんかが仕事をしていたときは債権放棄というものは非常に重

たいものがあって、それこそ相手が自己破産したのであればやむを得ない、ただ営業を

続けているという場合についてはなかなか上の方の承認が得られなかったということが

あったものですから。今回は教育委員会は我々に投げかけられているわけですよね。私

なんかがＯＫをだせばこれが認められるということになろうかと思うのですけど、非常

に厳しいものがあるなと思って。 

教 育 長（岸正博君）暫時休憩いたします。 

午後２時４２分休憩　　　　 

 

教育部長（酒井昭仁君）まず、この議案で教育委員会に約２８０万円の債権放棄を認めて

もらうというものではありません。これは市議会に提出される議案です。 

委　　員（秋谷雅文君）じゃあ、決定権はあくまで市議会にあるのですね。 

教育部長（酒井昭仁君）市議会で債権放棄してもいいと認められて、はじめて債権が放棄

されます。ここでは教育委員会が債権放棄を認めたとか認めないというものではありま

せん。 

午後２時４８分再開 

教 育 長（岸正博君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第６号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第６号、市議会提出議案「債権の放

棄」に同意することについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第８　議案第７号　市議会提出議案「令和７年度藤岡市

一般会計補正予算（第１０号）（教
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育費）」に同意することについて 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第８、議案第７号、市議会提出議案「令和７年度藤岡市

一般会計補正予算（第１０号）（教育費）」に同意することについて事務局より説明を

お願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）議案第７号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）令和７年度藤岡市一般会計補正予算（第１０号）は、令和８年２月２７日開

会予定の令和８年第１回藤岡市議会定例会へ提出されます。 

　　これに伴い、令和８年２月１０日付けで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により、補正予算案のうち教育費について市長から教育委員会に対して

意見を求められましたので、本日、ご審議いただくものでございます。 

　　別冊の令和７年度藤岡市一般会計補正予算（第１０号）（教育費）により、ご説明い

たします。 

　　はじめに、今回の補正予算の概要をご説明いたします。第１項教育総務費で２万３,

０００円、第２項小学校費で６億５,４３０万８,０００円、第３項中学校費で２億９，

６８１万円をそれぞれ追加、第４項教育諸費で１,１００万円、第５項社会教育費で５,

７６６万４,０００円をそれぞれ減額、第６項保健体育費で１,１４８万１，０００円を

追加し、教育費全体としては８億９,３９５万８,０００円を追加するものであります。 

　　今回の補正財源となります歳入につきましては、各項の表の中ほどの補正額の財源内

訳の欄をご参照ください。特定財源については四角囲みで記載しております。 

　　詳細については、各課長より説明いたしますが、補正額の財源のみを更正した部分の

説明は省略させていただきます。よろしくお願いいたします。 

学校教育課長（佐藤淳君）１ページをご覧ください。教育総務費第３目学校指導費で１万

６，０００円、通級指導教室費で７，０００円の補正となります。それぞれにじの家と

通級指導教室の電話料となります。 

教 育 長（岸正博君）暫時休憩いたします。 

午後２時５３分休憩　　　　 

 

午後２時５８分再開 

教 育 長（岸正博君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

教育総務課長（山下由希子君）１ページの下段からになりますが、第２項小学校費、第１

目学校管理費の小学校施設維持管理事業で、６億７,５４６万６,０００円の追加です。
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まず、第１３節使用料及び賃借料のバス借上料で３３０万円の減額は、令和５年度から

開始している小学校水泳学習の市民プール移行に伴い、児童を各学校から市民プールま

で往復輸送するため民間バスを利用しておりますが、バス借上の競争入札を執行した結

果、当初予算で見込んだ額より実際の契約額が少なく済んだため、減額いたします。 

　　次に、第１４節工事請負費、小学校体育館空調設備設置工事で６億７,８７６万６,０

００円の追加は、令和７年度末に閉校する日野小学校を除く小学校１０校の体育館に空

調設備を設置するための工事費で、補正予算として計上しますが同額を令和８年度へ繰

り越して執行するものです。 

学校教育課長（佐藤淳君）続きまして２ページをご覧ください。第２目教育振興費で２,

１１５万８，０００円の減額補正です。これは、小学校児童用のｉＰａｄ購入が想定よ

りも安く済んだため減額となります。 

教育総務課長（山下由希子君）同じく２ページです。第３項中学校費、第１目学校管理費

の中学校施設維持管理事業の、第１４節工事請負費、北中学校体育館改修工事で１億２，

３０４万６，０００円の減額は、国庫補助を受けて北中学校体育館へ多目的トイレを設

置する工事を実施するべく競争入札を執行いたしましたが、応札者がおらず入札中止と

なったため、今年度中の発注を見送りました。来年度は体育館へ空調設備を設置する事

業を優先し、北中学校の体育館改修工事は延期となったことから減額するものです。 

　　次に、中学校体育館空調設備設置工事で４億３，１５３万円の追加は、中学校５校の

体育館へ空調設備を設置するための工事費で、補正予算として計上しますが、小学校と

同様に同額を令和８年度へ繰り越して執行するものです。 

学校教育課長（佐藤淳君）３ページをご覧ください。第２目教育振興費で１，１６７万４，

０００円の減額補正です。これは先ほどと同じように、今度は中学校生徒用のｉＰａｄ

購入が想定よりも安く済んだための減額となります。 

教育総務課長（山下由希子君）続きまして第４項教育諸費、第１目教育振興費の千美文化

芸術奨学金事業、第１８節負担金補助及び交付金、千美文化芸術奨学金で１，１００万

円の減額です。 

　　千美文化芸術奨学金は令和７年度から開始した給付型の奨学金制度で、寄附金を基金

へ積み立てこれを原資とし、芸術系大学に修学し文化芸術に取り組む学生を応援するこ

とを目的とした奨学金です。制度開始の今年度に限り、新入生のほか在校生も対象とし

て１人当たり１００万円を１９人に給付いたしました。当初予算では３０人分を見込ん

でおりましたので、差額分を減額するものです。 

生涯学習課長（塚本健次君）続きまして４ページ、生涯学習課になります。第５項社会教
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育費、第５目市民ホール管理費、市民ホール管理事業で１７１万６，０００円の減額と

なります。委託料、市民ホール解体設計委託料として当初７３４万８，０００円を計上

しておりましたが、指名競争入札を実施したところ、落札額が５４９万８，９００円で

した。 

　　また、令和７年９月末で市民ホールを閉館することに伴い閉館セレモニーを実施する

に当たり、出演していただいた団体への謝礼や楽器の運搬料として１３万３，０００円

を報償費や役務費へ流用させていただきました。 

　　よって、当初予算から落札額を引いて、また、市民ホール閉館セレモニーの必要経費

を引くと不用額となります。その金額が１７１万６，０００円であることからその額を

減額するものであります。 

図書館長（渕田真由美君）続きまして、第６目図書館費の図書館運営事業で２，１０９万

円の減額補正となります。まず、第１２節委託料で６６６万４，０００円の減額ですが、

図書館の解体工事に伴う建物調査委託料で、調査の辞退等により調査対象建物が減った

たため、２１２万３，０００円の減額。電算事務委託料で図書館システムの導入準備費

及び保守料の確定により４５１万４，０００円の減額でございます。次に、第１４節工

事請負費で１，３３１万円の減額は図書館解体工事で主に入札差金によるものでござい

ます。図書館解体工事は追加工事が発生し、年度内の完了が難しいため、９，２０７万

円を令和８年度に繰り越します。 

文化財保護課長（井上勉君）続いて文化財保護課になります。６ページの下段になります。

第７目文化財保護費、文化財保護総務経費、第７節報償費、第１０節需用費、第１２節

委託料、第１３節使用料及び賃借料の減額に伴う歳入歳出の補正となります。これは、

７月に文化庁から認定されました文化財保存活用地域計画の策定、周知に関わる事業費

のうち、周知イベントの講師人数の減、消耗品費の一部減額、委託料の入札差金の減額、

そして周知イベントの会場をみかぼみらい館からふじまるホールに変更したため、会場

借上料が減額となったため、事業全体で４２万７，０００円の減額となります。 

　　続いて５ページになります。文化財管理事業費、第１２節委託料、第１６節公有財産

購入費の減額となります。まず、委託料のうち三波川（サクラ）天然記念物樹勢回復業

務委託料は当事業の国庫補助金が当初の５３２万円から４３０万１，０００円に減額変

更となったことから、歳入歳出が減額となるものです。さらに１２節委託料のうち不動

産鑑定委託料及び第１６節公有財産購入費は県史跡に指定された牛田廃寺跡の指定地を

市で買い上げを行った際に、購入額が当初より減額となったことから、県の補助金であ

る歳入と歳出を減額するものです。事業費全体では２４９万８，０００円の減額となり
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ます。 

　　続きまして高山社跡保存整備事業です。第１２節委託料の増額と第１４節工事請負費

の減額となります。まず、工事につきまして、世界文化遺産高山社跡の保存整備工事に

ついて、令和７年度に当初予定していた基礎工事、建屋工事などのうち基礎工事の一部

である耐震施設の設置について、地下の遺跡を傷つける危険性があると判明したため、

工事を中断して現在、発掘調査を実施中でございます。そのため、基礎工事のあとの工

程を中断していることから、実施しない工程について減額変更とするものです。この発

掘調査ののちに、改めて基礎の耐震強度の再計算を行い、文化庁と協議をする必要があ

りますが、そのために当初にはなかった耐震補強再設計委託料として第１２節委託料に

６６１万１，０００円を増額計上するものとなります。なお、この委託料につきまして

は補正予算成立後の委託となるため、繰越として執行を予定してございます。また、１

月の定例会でご報告させていただきました株式会社ミツバからの寄附金につきましては、

５ページの歳入のところで指定寄付金として高山社跡管理事業費で受け入れをします。 

学校給食センター所長（木島尚美君）続きまして６ページをご覧ください。第６項保健体

育費、第２目学校給食費、学校給食センター運営事業ですが、第１０節需用費で１，１

４６万６，０００円、第１１節役務費で１万５，０００円、合わせて１，１４８万１，

０００円の増額補正をお願いするものでございます。内訳といたしましては、第１０節

需用費ですが燃料費９７万円はガス代、光熱水費１７３万１，０００円は電気料１６０

万８，０００円と水道料１２万３，０００円、いずれも不足が見込まれるため、さらに

給食用物資の価格が当初の予算を上回る価格となるため、賄材料費につきましても８７

６万５，０００円の増額補正をお願いするものでございます。第１１節役務費の１万５，

０００円は電話料となります。 

教育総務課長（山下由希子君）以上、令和７年度藤岡市一般会計補正予算（第１０号）教

育費の説明でございます。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第５号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）基本的なことをちょっと教えていただきたいのですけど、１ペー

ジのところで使用料及び賃借料、その下にバス借上料とありますが、この賃借料と借上

料は違うのですか。それともこれは行政用語みたいな形でなっているのですか。その辺

をちょっと基本的なことなのですけど教えてください。 

教 育 長（岸正博君）教育部長。 
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教育部長（酒井昭仁君）第１３節使用料及び賃借料とか第１４節工事請負費というのがあ

る意味一つの名詞ととらえていただいていいかと思います。その中で第１３節使用料及

び賃借料ですと、使用料でこんな使用料があるとか、賃借料でこんな借上料があるとい

うふうに説明をしていっているところです。 

委　　員（秋谷雅文君）よく使用貸借というとお金を伴わない契約がありますよね。実際

に借りる場合は賃借料という形でお金を払うと、その２つを両方とも借上料という中に

含まれているということなのですか。 

教育部長（酒井昭仁君）無償貸借の場合は、お金がかからないので歳出には出てこないで

す。バスの借上料というか賃借料といってもいいのですけど、バスを借りるのに１００

万円かかるから１００万円計上するというものです。 

委　　員（秋谷雅文君）賃借料だけでいいのではないかと思いますけど、今言ったように

行政用語なのでといったところなのですか。 

教育部長（酒井昭仁君）例えば、自治体によってはバス借上料というものを出さないとこ

ろもあります。使用料及び賃借料だけで合計いくらというところもあります。ただ、そ

れだと何のお金だかイメージがわかないので、藤岡市の場合はバス借上料としています。

使用料とかだと施設の入場料ですとかが施設使用料によく計上されています。 

委　　員（秋谷雅文君）使用料及び賃借料を細分化した場合にバス借上料という形になる

ということですね。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第７号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第７号、市議会提出議案「令和７年

度藤岡市一般会計補正予算（第１０号）（教育費）」に同意することについては、原案

のとおり承認されました。 

 

 

日程第９　議案第８号　市議会提出議案「令和８年度藤岡市

一般会計予算（教育費）」に同意す

ることについて 
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教 育 長（岸正博君）次に、日程第９、議案第８号、市議会提出議案「令和８年度藤岡市

一般会計予算（教育費）」に同意することについて事務局より説明をお願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）議案第８号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）令和８年度藤岡市一般会計予算は、令和８年２月２７日開会予定の令和８年

第１回藤岡市議会定例会へ提出されます。 

　　これに伴い、令和８年２月１０日付けで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により、予算案のうち教育費について、市長から教育委員会に対し意見

を求められましたので、本日、ご審議いただくものでございます。 

　　藤岡市全体の令和８年度一般会計予算の総額は、３１０億４,０００万円で、令和７

年度と比較して、３億７千万円、１.２％の減額となっております。 

　　教育費の令和８年度当初予算額は、２２億６，８８７万７,０００円で、当初予算全

体に対する割合は７.３％、令和７年度と比較して、６億３,６５０万円、２１.９％の

減額となっています。 

　　それでは、教育費の内容について、別冊令和８年度藤岡市一般会計予算（教育費）に

より、歳出予算を中心にご説明いたします。 

　　歳入につきましては、表の中ほどの本年度の財源内訳欄をご参照ください。特定財源

については四角囲みで記載しております。 

　　詳細については、各課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

教育総務課長（山下由希子君）はじめに教育総務課から説明いたします。 

　　資料の１ページをお願いします。表の右側の説明欄をご確認ください。 

　　第１項教育総務費、第１目教育委員会費、教育委員会経費２９１万円は、教育委員皆

さんの報酬をはじめ、教育委員会の活動に必要な経費を計上しております。 

　　次に、第２目事務局費ですが、特別職人件費と、その下の職員人件費は、教育長及び

教育委員会事務局職員の人件費を計上するものです。 

　　続きまして、２ページをご覧ください。事務局総務経費１,０１０万５,０００円は、

教育委員会事務を執行するために必要な経費を計上するものです。続いて３ページ、ス

クールバス運行事業３,４７３万円は、美九里、日野、鬼石地区の遠距離通学する児童

生徒が利用するスクールバス６台の運行のための費用です。個人の運転手で運行してい

る美九里地区と日野地区のスクールバス３台を含めた全６台を法人に委託するべく競争

入札を執行し、現行の委託先である三陽自動車株式会社群馬事業所が落札しました。委

託期間は令和８年度から３年間です。全６台を法人に委託することにより、経費は約１，

０００万円増額となりますが、法人組織に任せることで安全な運行や適切な車両管理が
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一層図られ、更なる児童生徒や保護者の安心安全が確保できることなどから法人委託と

しました。 

　　続きまして、４ページからの教育庁舎管理事業１,１９９万８,０００円は、教育庁舎

を適切に維持管理するための費用です。 

学校教育課長（佐藤淳君）それでは５ページ、第３目学校教育指導費、学校教育指導事業

ですが、２億８２４万９，０００円となります。主な予算は学校医、学校薬剤師、各学

校に配置している特別支援学級助手、特別支援教育支援員、校内教育支援センター支援

員等、市費会計年度任用職員等の報酬や手当、旅費です。また、尾瀬学校や藤岡算学塾、

サマーイングリッシュチャレンジ、チャレンジウィーク、群馬交響楽団移動音楽教室等、

各種事業の実施に係るさまざまな経費、また各種負担金や委託料となります。 

　　ページを進んでいただき８ページをご覧ください。小中一貫教育推進事業です。小中

一貫教育及びコミュニティ・スクールの充実に向け、学校運営協議会委員報酬等で１４

８万円となります。 

　　９ページをご覧ください。英語指導助手設置事業ですが、ＡＬＴの雇用に伴う必要経

費として３，６０３万円となります。具体的には市の会計年度任用職員として雇用して

いるＡＬＴ３名に係る報酬や旅費等、さらに業者委託しているＡＬＴ６名の委託料等で

ございます。 

　　９ページ下段のにじの家運営事業ですが、不登校や不登校傾向の子どもたちが通う教

育支援センターにじの家の運営に伴うにじの家職員の報酬や手当、旅費、消耗品等で８

１５万９，０００円となります。 

　　一枚めくっていただいて１０ページになります。教育研究所運営事業です。教職員の

資質向上に向けた研修を進めるに当たり、教育研究所職員の報酬や手当、旅費、消耗品

等により２７０万９，０００円となります。 

　　続いて、通級指導事業ですが、言語や発達に課題を有する児童生徒への通級指導に当

たるため、職員の報酬、手当、旅費、消耗品等により７２１万５，０００円となります。 

教育総務課長（山下由希子君）続きまして、１１ページの下から１２ページにかけての表、

第２項小学校費、第１目学校管理費の小学校人件費は、小学校の学校業務員のうち、正

規職員１人の人件費です。 

　　次に、同じく１２ページ中ほどの小学校施設維持管理事業は１億７，４０８万７,０

００円を計上しています。会計年度任用職員の学校業務員の人件費、小学校の光熱水費、

修繕料、電話料など、また施設を適切に維持管理するための委託料などを計上するほか、

１３ページの表、中ほど、水泳学習業務委託料６１８万２,０００円は、令和５年度か
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ら水泳学習を市民プールへ移行しておりますが、令和８年度は新たに小野小学校が移行

予定のため、合計９校分の委託料を計上しています。 

　　次の、第１３節使用料及び賃借料のうち、ＬＥＤ照明器具借上料１，２９４万６,０

００円は、昨年の１０月から順次、学校の照明を蛍光灯からＬＥＤに交換しました。Ｌ

ＥＤ照明器具は１０年間のリース契約を締結しておりまして、この額は小学校１年間分

の賃貸借料を計上したものです。 

　　その下の、第１４節工事請負費は１,８２１万３,０００円を計上しました。令和８年

度の主な工事としては、藤岡第一小学校特別支援教室の冷暖房設備更新工事、美九里東

小学校特別支援教室の冷暖房設備設置工事、藤岡第一小学校ほか２校のエレベーター部

品交換工事などを予定しています。 

学校教育課長（佐藤淳君）１３ページ下段より１４ページ、小学校運営事業です。各小学

校の学校管理用の消耗品や施設備品購入費用、コピー機のリース、防犯カメラや集団心

臓検診等の委託料により３，６９３万円となります。 

　　１５ページをご覧ください。小学校教育振興事業です。総額３，４２７万７，０００

円となります。各小学校の消耗品、図書購入費、教材備品、理科算数備品、また１人１

台タブレットの端末用ソフトウェア、デジタル教科書の使用料となります。 

　　続いて、小学校就学奨励援助事業ですが、経済的理由で修学が困難と認められる家庭、

特別支援学級に在籍する児童の保護者への支援として総額１，１９９万円となります。 

教育総務課長（山下由希子君）続きまして１６ページの第３項中学校費、第１目学校管理

費の中学校施設維持管理事業は７,８７５万６，０００円を計上しています。会計年度

任用職員の学校業務員の人件費、中学校の光熱水費、修繕料、電話料など、また施設を

適切に維持管理するための委託料などを計上するほか、小学校施設維持管理事業でご説

明いたしましたが、中学校費でも同様に、第１３節使用料及び賃借料のＬＥＤ照明器具

借上料として７８６万９,０００円を計上しています。また、第１４節工事請負費は４

０１万５,０００円を計上しました。令和８年度の主な工事としては、鬼石中学校体育

館渡り廊下屋根防水改修工事などを予定しています。 

学校教育課長（佐藤淳君）１７ページになります。中学校費になりますが、各事業の概要

はほぼ小学校費と同様になります。主に予算額を申し上げます。１７ページの中学校運

営事業につきましては総額２，０５９万円となります。一枚めくっていただいて、中学

校教育振興事業につきましては３，７３４万６，０００円となります。なお、小学校費

と同様の内容に加え、市中学校体育連盟の補助金、リジャイナホームステイに係る国際

交流委員会への補助金等も含まれています。 
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　　続いて、中学校就学奨励援助事業につきましては１，５８６万６，０００円となりま

す。 

教育総務課長（山下由希子君）続きまして、同じく１９ページ下段をご覧ください。第４

項教育諸費、第１目教育振興費の教育振興事業では、県高等学校定時制教育振興会負担

金として９万４,０００円、群馬交響楽団負担金として６０万５,０００円を計上しまし

た。 

　　続きまして、２０ページをお願いします。私学振興及び就園奨励事業の２０万２，０

００円は、子ども課の所管の事業ですが、私からご説明いたします。幼稚園運営費補助

金は、学校法人が設立する私立幼稚園における事業運営費の一部を補助するため、２０

万２,０００円を計上しています。 

　　続きまして、奨学資金貸付事業では、５,３５９万９,０００円を計上しました。第２

０節貸付金の高校等奨学資金貸付金として、新規２人の見込みと継続４人分で、２１６

万円、大学等奨学資金貸付金として、新規３０人の見込みと継続４８人分、合計７８人

として５,１３６万円を計上しています。 

　　次の、多野しんきん育英会奨学金事業は、市内の大学の看護学部に通学する市内在住

の学生で、経済的理由により修学が困難な者に対し、月額３万円を給付するものです。

第１８節負担金補助及び交付金、看護師育成奨学金では、新規４人の見込みと継続１０

人、合計１４人分、４８６万円を計上しました。 

　　次の、千美文化芸術奨学金事業は、芸術系大学へ進学する学生に対して、１人１回１

００万円を給付する制度です。第１８節負担金補助及び交付金、千美文化芸術奨学金で、

令和８年度は１０人の申込みを見込み、１，０００万円を計上しました。 

生涯学習課長（塚本健次君）続きまして、２１ページをご覧ください。第５項社会教育費

第１目社会教育総務費、社会教育総務経費３８８万８，０００円計上しております。社

会教育委員１２名の活動経費やＰＴＡ連合会等の社会教育団体の事務局として、団体活

動の補助金等となっております。 

　　次に、二十歳を祝う会事業６７万６，０００円計上しております。毎年１月に実施す

る記念式典等の経費となっております。主なものは、第７節報償費でボランティアス

タッフの謝礼、記念品や抽選会賞品等で４０万２，０００円、第１２節委託料で記念写

真撮影委託料１３万２，０００円となっております。 

　　次に、生涯学習推進事業２７１万７，０００円を計上しております。主なものは、第

７節報償費で講座の講師謝礼や小学生珠算大会等の記念品として５９万７，０００円、

第１８節負担金補助及び交付金で、夏期大学実施委員会、関孝和先生顕彰全日本珠算競
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技大会実施委員会などへの補助金で１９４万１，０００円となっております。昨年度と

同様の金額となります。 

　　次に、２３ページ市民活動支援事業１，２７５万円を計上しております。主なものは、

第１２節委託料でボランティア・ＮＰＯ活動支援業務委託料として６９６万４，０００

円です。第１８節負担金補助及び交付金で、文化協会、連合婦人会等の団体へ補助金交

付金等で１１３万７，０００円を計上しております。 

　　次に２４ページ、第２目人権教育推進費、人権教育推進事業３７５万６，０００円を

計上しております。社会教育指導員１名の報酬をはじめ、みかぼみらい館で行う人権講

演会の経費や人権教育に係る経費等となっております。 

　　集会所運営事業９７１万９，０００円を計上しております。主なものは、第７節報償

費で４か所の人権教育集会所で行われている各種教室の講師謝礼として３０２万４，０

００円。各集会所の維持管理経費等のほか、第１４節工事請負費で中原集会所外壁等改

修工事４２４万６，０００円となっております。 

　　次に、第３目青少年対策費、青少年対策事業４９５万３，０００円を計上しておりま

す。主なものは、青少年指導員１名の報酬をはじめ、青少年健全育成大会の講演料等の

ほか、青少年センターに関する経費となっております。 

　　第４目総合学習センター管理費、総合学習センター管理事業３，３３７万６，０００

円を計上しております。主なものは、会計年度任用職員１人分の報酬をはじめ、学習セ

ンターの維持管理経費等のほか、第１４節工事請負費で昨年度に引き続きゴムチップ舗

装改修工事９８８万９，０００円、老朽化した遊具、ネットクライムの撤去工事２２０

万円、駐車場区画線整備工事６０９万４，０００円となっております。 

　　次に、２８ページ第５目市民ホール管理費、市民ホール管理事業１億２，７０６万７，

０００円計上しております。市民ホールの解体工事として、第１４節工事請負費１億２,

７００万円となっております。 

図書館長（渕田真由美君）第６目図書館費についてご説明いたします。令和８年度は１億

４４５万３，０００円を計上しています。まず、図書館人件費３，１０８万６，０００

円については正規職員４人の人件費を計上するものです。図書館運営事業としましては、

７，３３６万７，０００円を計上しています。第１０節需用費３１８万円のうち、消耗

品費で主なものは新聞代や雑誌代、バーコード一体型ＩＣタグ代で２８６万９，０００

円を計上しています。第１２節委託料の窓口等業務委託料５，０６７万５，０００円は、

図書館の窓口等業務を株式会社図書館流通センターに委託するものです。第１３節使用

料及び賃借料４０５万円のうち、ＯＡ機器借上料の１６７万５，０００円は複写機の賃
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借料及び使用料、電子図書館のクラウド使用料などでございます。電子図書館使用料１

９８万８，０００円は、電子書籍の購入費です。第１７節備品購入費１，３６１万２，

０００円は全て図書等購入費で、一般図書や児童書、ＣＤ、ＤＶＤの購入費を計上して

います。 

文化財保護課長（井上勉君）文化財保護課です。３０ページからはじまります。第７目文

化財保護費、文化財保護総務経費９１０万５，０００円になります。文化財保護課の運

営にかかる経費で、文化財保護審議委員６名、臨時委員６名の報酬と史資料の整理にあ

たる会計年度任用職員３名などや庁用車７台、文化財保護管理施設などの維持経費と

なっております。 

　　続いて、３１ページです。文化財管理事業１，６１３万７，０００円になります。指

定文化財などの維持管理経費が主なものとなっております。第１２節委託料では、指定

史跡、天然記念物等の管理委託料や、三波川（サクラ）の樹勢回付業務委託料として１，

０６５万１，０００円を計上してございます。また、天然記念物であるヤリタナゴにつ

きまして、従来の生息地でありました下戸塚地区での復活を目標に現地へ戻すことが可

能であるかにつきまして、水路などの生息環境調査委託料として６９万５，０００円を

計上してございます。第１４節工事請負費では説明板設置工事として傷んでいる文化財

説明板の更新工事として５９万１，０００円を計上してございます。 

　　続いて、３２ページになります。毛野国白石丘陵公園史跡整備事業６４５万１，００

０円です。毛野国白石丘陵公園史跡整備委員会の委員５名の報酬３万６，０００円と委

員旅費などで２２万１，０００円、それから皇子塚古墳周辺の除草管理に市民ボラン

ティアに参加していただいておりますので、謝礼として３６万６，０００円、そして第

１２節委託料につきましては、七輿山古墳や白石稲荷山古墳、伊勢塚古墳の除草管理委

託料となります。七輿山古墳の委託料２９４万４，０００円を分けておりますのは、七

輿山古墳の本体が国有財産でありまして、国有文化財管理として国庫補助金の対象であ

ることによります。 

　　３３ページになります。高山社跡管理事業１，８５８万６，０００円は、世界文化遺

産であります高山社跡の維持管理に必要な経費と、高山社跡保存整備委員会を含め、現

地解説員７名と会計年度任用職員報酬などの経費、高山社跡のＰＲ等の経費になります。

第１２節委託料２８４万２，０００円は、施設の維持管理委託料とＰＲ活動委託料とな

ります。 

　　続いて、３４ページとなります。高山社跡保存整備事業６，３４５万５，０００円は、

高山社跡に残された主要な建物であります母屋兼蚕室の修復補強工事とそれに伴う委託
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となります。この母屋兼蚕室は高山長五郎が確立した養蚕方法である清温育を育成する

ために明治２４年に建てられたモデルハウスというべき建物でございます。この建物に

施された養蚕についての工夫や考えについて、建築部材に残る痕跡を調査記録して訪れ

た見学者に技術と功績を伝えるべく、復元整備工事を進めております。令和８年度は一

時中断いたしました耐震構造を含む基礎工事を完了させて、建物整備へ着実につなげて

いきたいと考えております。なお、第１２節委託料の母屋兼蚕室修復・補強工事管理委

託と第１４節工事請負費の母屋兼蚕室修復・補強工事が主な事業となります。また、第

１２節委託料に修復支援委託料を盛り込みました。これまで文化財という価値の建物工

事を進めてきた状況について、現場と職員の認識に齟齬があり、工事に支障があったこ

となどもあり、業者と契約して技術支援を受け、全体の工程管理、協議資料等の作成支

援を受けて整備工事の進捗を図る予定でございます。 

　　続いて、同じ３４ページの最下段、第８目文化財発掘調査費になります。市内遺跡発

掘調査事業１５０万１，０００円は、市内の各種開発に伴って文化財の有無を確認する

試掘調査を実施する経費となります。 

　　続いて３５ページになります。市緊急発掘調査事業１７７万６，０００円は、市の事

業で道路工事など、軽微で緊急対応的に発掘調査を実施する際の経費となります。 

　　特定古墳調査事業５０５万１，０００円は、毛野国白石丘陵公園内の古墳について確

認調査を実施し、史跡整備の資料とするための経費で、令和８年度は、令和３年度から

調査を進めてきました白石稲荷山古墳について調査成果をまとめ、発掘調査報告書を印

刷するため、第１０節需用費のうち印刷製本費として１４３万６，０００円を計上して

ございます。 

　　続いて３６ページ、保美地区遺跡群（国）発掘調査事業５０３万３，０００円、そし

て３７ページ、保美地区遺跡群（県）発掘調査事業３，５１９万円はともに保美地区の

県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘事業となります。全体での発掘調査費は４，０

００万円となっておりまして、そのうち農家負担分の１２．５％の５００万円が国庫金

補助対象、残り３，５００万円が県の委託となっております。保美地区遺跡群の発掘調

査は令和４年度からはじめられておりまして、文化財発掘調査事業は令和１１年までの

予定でございます。 

　　最後に３８ページでございます。第９目文化財収蔵庫管理費、文化財収蔵庫管理事業

１，７３８万２，０００円は藤岡市埋蔵文化財収蔵庫、藤岡歴史館の維持経費と資料整

理と展示公開に要する経費となります。市民から寄贈された資料の整理を行う会計年度

任用職員報酬３７５万６，０００円、そして資料の展示公開として、第１２節委託料と
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して展示パネル等作成委託料８５万８，０００円及び展示借用品運搬委託料、これは美

術品専用車等を使う事業となります。９５万７，０００円を計上しております。また、

藤岡歴史館の維持経費といたしまして、敷地内の樹木について剪定委託料１０５万円、

第１３節使用料及び賃借料はホームページで公開しておりますデジタル博物館の運営用

にソフト借上料として７９万２，０００円を計上してございます。 

スポーツ課長（髙橋紀之君）続きまして体育振興事業です。ページは３９ページから４１

ページとなっております。まずは３９ページの中段をご覧ください。スポーツ課の予算

は体育振興事業１，９６５万６，０００円の１事業のみとなります。令和８年度体育振

興事業の当初予算案は前年度比３２７万２，０００円の増額、率にして約２０％の増額

となっております。前年度の当初予算と比較して新規又は増額の主なものをご説明しま

す。まずは第１節報酬のうち会計年度任用職員報酬２１２万３，０００円と第３節職員

手当等の会計年度任用職員手当４３万４，０００円でございますが、こちらは昨年１０

月から任用した会計年度任用職員を令和８年度も継続して任用するため、今年度新たに

当初予算に計上したものでございます。 

　　次に４０ページから４１ページにかけての第１８節負担金補助及び交付金のうち、４

１ページ、湯けむり国スポ・全スポぐんま藤岡市実行委員会交付金１５０万円でござい

ますが、こちらは教育総務課長と行革・デジタル推進課長から説明がございましたが、

今年４月１日よりスポーツ課に国民スポーツ大会準備係を新設し、令和１１年度に開催

される国民スポーツ大会に係る実行委員会を運営するための新規の交付金１５０万円と

なります。 

　　次にその１つ上の上州藤岡蚕マラソン実行委員会補助金２７０万円でございますが、

昨年度の２３０万円から４０万円増額して計上いたしました。この補助金の増額部分に

ついては、子どものクラスの参加料を下げることに活用し、子どもたちがより参加しや

すい大会とすることで大会の活性化を図っていきたいと考えております。 

学校給食センター所長（木島尚美君）続きまして、第２目学校給食費です。４１ページを

ご覧ください。学校給食センター関連では、総額５億７，７３０万８，０００円の予算

をお願いするものでございます。説明欄をご覧ください。学校給食人件費では、職員４

人の給料、手当、共済費などで３，３８６万１，０００円を、学校給食総務経費１，４

４５万１，０００円では、会計年度任用職員２名の人件費と給食管理システム関連経費

のほか、４２ページ説明欄の下段にございます学校給食費無償化事業補助金で６９４万

９，０００円を計上させていただいております。 

　　続きまして、学校給食センター運営事業５億２，８９９万６，０００円につきまして
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は、４３ページ第１０節需用費のうち賄材料費で本事業費の約５６％を占める２億９，

６４９万９，０００円を、そのほか事業運営に必要な燃料費１，５８５万８，０００円、

光熱水費２，８８０万９，０００円などの経費を計上しております。第１２節委託料で

は、施設設備の保守点検と、給食調理業務や給食配送業務で１億８，０６８万３，００

０円をお願いするものでございます。 

教育総務課長（山下由希子君）以上、令和８年度藤岡市一般会計予算教育費の説明でござ

います。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第８号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）２１ページの二十歳を祝う会事業についてなのですが、前年より

予算が半減していると、これは記念品そのものの配布がなくなるのですか。それともど

うゆうことでこれだけ減らすのでしょうか。 

教 育 長（岸正博君）生涯学習課長。 

生涯学習課長（塚本健次君）記念品ですが、エコバッグを二十歳を祝う会に参加された二

十歳の方にお渡ししています。そちらのほうが単年度だと型とかで結構お金がかかって

しまうので、令和７年度、複数年分を作りまして、それを来年、再来年と配布する予定

です。今回、記念品のエコバック部分が減額になっていると思っていただければよろし

いかと思います。景品につきましては、昨年と同様のものを見込んでおりますので、そ

ちらについては変更はございません。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

　　貫井委員。 

委員（貫井真由美君）ちょっとどうでもいい質問かもしれないのですけど、二十歳を祝う

会で記念品って何を差し上げているのですか。 

教 育 長（岸正博君）生涯学習課長。 

生涯学習課長（塚本健次君）記念品は、高山社カレンダーとエコバッグになります。抽選

会は、１等が３万円のアマゾンギフト券、２等以下がワイヤレスイヤホン、バルミュー

ダというメーカーのちょっとおしゃれなポット、ホットプレート、避難用のリュック、

要は災害があったときに持っていけるような、その中に災害用のものがはいっている

リュック、ＱＵＯカード５，０００円、スターバックスのギフトカード３，０００円の

ものを２名に、あとは藤岡の特産物であります名品と言っていいのでしょうかイチゴバ

ルサミコジャムと冬桜リンゴジュースを２名の方に配布しております。 
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委　　員（貫井真由美君）抽選会ではすごく当たると欲しい物かなと思うのですけど、記

念品については皆さん喜ばれているのかなって、その辺のアンケートは行っているので

すか。 

生涯学習課長（塚本健次君）毎年、二十歳の方にスタッフになっていただいているのです

が、そこで抽選の景品について、今年はこんなものを考えていると伝えてご意見をいた

だいております。記念品は、二十歳だとパンフレットの配布が多数あります。献血にご

協力してくださいとか、自衛隊の募集であったりとかいろいろな啓発する配布物があり

ますので、それを入れる袋として、エコバックがいいのではないかと、ビニール袋だと

捨てられてしまうということもありますので、そのエコバックをできれば活用していた

だこうということで、配布しております。またエコバックのデザイン等についても、生

涯学習課には２０代の若手職員がいますので、こういうのがいいのではないかという意

見を出して、それに則って作成しています。ただ評判がいいかというとなんとも言えま

せんけど。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）１５ページ小学校就学奨励援助事業、これ前年度なりから比べる

と５６０万くらい増えているわけですね。それは児童生徒の障害者等々の数が増えて予

算が増加したのか、また援助対象品目が変わったりして増えたのか、予算が増額した原

因はどのようなお考えなのでしょうか。 

学校教育課長（佐藤淳君）こちらの方が増えた理由としましては、本日議案で提出させて

いただいた単価のアップがありまして、かなりの額が上がっています。先ほど議決して

いただいたとおり、１人につき２万円くらい上がっている場合がありますので、それに

よって予算が増額したとお考えいただければと思います。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

　　貫井委員。 

委　　員（貫井真由美君）１５ページでいろいろ文庫の基金の利子が入っているのですけ

ど、各校いろいろな文庫の基金があるっていうことなのでしょうか。例えば１５ページ

で辻田文庫基金利子とか小野小・小野中学校縫嶋文庫基金とか、なんか文庫の基金があ

るってすごいなと思ったのですけど。 

教 育 長（岸正博君）教育部長。 

教育部長（酒井昭仁君）藤岡第一小学校と藤岡第二小学校だと辻田文庫、これは辻田さん

が寄附したという意味です。一番下の鬼石小学校新井文庫というのは、新井さんという
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方が金額は分かりませんけど１００万とか２００万とかを藤岡市に寄付をしてくれて、

その基金の利息で図書を買ってくださいという意味合いです。一番下の鬼石小学校の基

金は年間４，０００円くらい利子が付くので本を買う足しにしてくださいという意味で

す。現実に４，０００円だけ本を買ってもしょうがないので、もっと何万だか何十万に

なっているかは分からないですけど、そこに充当されているという意味です。これは昔

からあって、今の１００万円と４０年前とか５０年前の１００万円では価値が違います

から、随分あります。篤志基金となっているのは名前を出さないでということで、図書

館にも基金があります。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）１３ページなのですが、アスベストの濃度測定又は含有調査とい

うことについて、アスベストそのものは２００６年以降禁止されていますよね。それ以

降、毎年調査を続けておると思うのですけど、これは子どもたちの健康管理には絶対に

必要だと思いますけど、これは義務付けられていることなのですか。 

教育総務課長（山下由希子君）１３ページ中ほどのアスベスト濃度測定委託料８万２，０

００円について、日野小学校体育館のトイレの天井にアスベストがあるのですが、ばく

露しないように施工はしています。ただ、子どもが使うところですので年に１回、空気

中に飛散していないか調査しています。これは特に法定で義務付けられたものではなく、

市として行っています。ほかにも西中学校の音楽室で同じように濃度測定を行っていま

す。 

　　その下のアスベスト含有調査委託料の１５万４，０００円につきましては、小学校の

方でエアコンの設置工事を予定しています。藤岡第一小学校の特別支援教室と美九里東

小学校の特別支援教室にエアコンの設置予定があるのですけど、エアコンには室外機が

ありますので、外壁に穴をあけたり、ビスで揉むときに、外壁の中にある接着剤の中に

アスベストが含まれている可能性があります。工事を始めてからアスベストがあるかど

うかの調査をするより、工事を始める前に調査をすることで工事費を安くすることがで

きます。実際にアスベストが含まれていることが事前調査で分かれば、施工業者に対し

てマスクをしたりといった対策を講じさせて工事の発注ができます。調査の結果アスベ

ストが含まれていなければそのまま経費が抑えられますので、事前に調査を行っていま

す。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 
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教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第８号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、市議会提出議案「令和８年度藤岡市一般

会計予算（教育費）」に同意することについては、原案のとおり承認されました。 

 

閉 会 

教 育 長（岸正博君）以上で、本委員会に提出されました議案の審議は全て終了しました

ので、本日の会議を閉会します。 

閉会　午後４時１分 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

　令和８年３月２５日 

 

教育長　　岸 　 正 博　　 

 

書 記　　秋 山 智 行　　


